
 

 

 

特別部会の設置について 

 

 

１ 目的 

諮問第 480号（東京都環境影響評価制度の見直し）についての調査審

議を円滑に行うため 

 

２ 設置者 

東京都環境影響評価審議会会長（以下「会長」という。） 

 

３ 設置の根拠 

東京都環境影響評価審議会規則第３条第１項 

 

４ 名称 

環境影響評価制度検討特別部会 

 

５ 所掌事項 

諮問第 480号（東京都環境影響評価制度の見直し）に関する事項 

 

６ 設置期間 

会長が設置した日から答申の日まで 

 

７ 構成 

会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

会長は、必要があると認めるときは、専門員を部会に所属させること

ができる。 

 



 

 

 

 

「環境影響評価制度検討特別部会」委員名簿 

 

 

 

 

区分 氏名 現職 専門分野 

委 員 奥 真美 首都大学東京教授 法律・行政 

委 員 平手 小太郎 東京大学教授 日影、風環境、景観 

委 員 藤倉 まなみ 桜美林大学教授 法律・行政 

委 員 町田 信夫 日本大学名誉教授 騒音・振動 

委 員 柳 憲一郎 明治大学法科大学院教授 法律・行政 

○ 五十音順・敬称略 
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